
「計画検討会」を開催しています！
11月 21日（土）第26回、 

12月 5日（土）第27回、 

26日（土）第28回、

の計画検討会を開催しました。

まず、第26回では市が新たに

契約したまちづくりコンサル

タントの紹介を行い、意見交換

を行った後、A・Bの2班に分 

かれ、A 班は子育て支援施設（呉川町・子育て支援センター）の見学を、B 班は当事業の進

め方などについて、意見交換を行いました。 

第 27回・28回では、まちづくりの検討経緯や第２種市街地再開発事業の進め方について

説明を受け、市から提案のあったまちづくり計画案についての意見交換などを行いました。 

内容は以下のとおりです。 

 JR 芦屋駅南地区まちづくり研究会（以下、「研究会」という）は平成 25 年度から勉強会

を開催し、まちづくりの検討を進め、「まちづくり方針（案）」を作成した後、研究会から市長

に当方針（案）を提出しました。 

平成 26年度には、研究会から協議会へと組織改編を行い、検討を進めていましたが、市の

考えを示すべきという意見を受けて、平成26年 12月には、市から「事業手法」と「事業区

域」が提案されました。 

その後、まちの機能配置イメージや住宅・商業・公益機能の検討を進め、住民の方々への意

向調査も反映したコンセプト（案）を作成し、再度、市から具体案（計画図）を示すべきとい

う意見を受けて、平成27年 10月、市からＡ・Ｂ案を提示されており、現在に至っています。 
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第２種市街地再開発事業の進め方
第２８回では、この事業がどのように進むのか、そのためにはいつ何をするのか、など

についての説明がありました。 
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・駅前広場、道路等の

配置及び規模 

・建物の概略等（用途、

延べ面積、住戸数他）

・権利者の意向反映

（説明会の開催、縦覧手続

きによる）

・保留床処分先の目処

（概算事業収支から実効性

の検証）

・事業計画作成 

（駅前広場や建物等の基

本設計、資金計画含む）

・権利者の意向確認

（残留か転出か） 

・損失補償内容確認

（建物、工作物、営業、動

産移転、仮施設等） 

・保留床取得予定者

の決定 

（事業担保の確保）

【都市計画決定後】 

◆従前資産額の算定 

・標準地を設定し、当該地

の鑑定評価をもとに 

画地ごとの評価額を算定

・建物調査を実施し、建物

補償額等（公共事業の施

行に伴う損失補償基準に

よる）を算定 

◆権利者の意向確認（譲り

受けを希望するか、転出

かの判断資料の提示） 

・建築施設床の概算価格の

提示
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【都市計画決定手続きの流れ】 

素案の作成 

説明会 

市民意見募集 
（パブリックコメント）など 

都市計画原案の作成 

芦屋市都市計画審議会 
（２回目） 

都市計画案の公告・縦覧

都市計画決定 

告示・縦覧 

住民の皆様 

兵 庫 県 

住民・利害関係者
意見書提出

（意見書要旨）

協 議

意見反映

下協議 

芦屋市都市計画審議会 
（最 終） 

兵庫県知事 

芦屋市都市計画審議会 
（１回目，11月 26日(木)）



新しいまちづくりコンサルタントについて 
平成２４年８月から約３年間、一部で期間に空きがあったも

のの、市が業務を委託してきた、まちづくりコンサルタントと

の契約は平成27年 11月に終了しています。 

 今後は、これまでの経過を踏まえ、また、成果も尊重した上

で、さらに別の視点からも検討を進めていくため、新しいコン

サルタントとして、「（協同組合）都市設計連合」と契約が行わ

れています。 
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・駅前広場や 

建物の実施設計 

・権利者の意思表示

（譲り受けの希望申出、

地区内権利者等との補償

契約締結と補償金交付）

・管理処分計画作成

（各区分床の処分内容、 

処分先を確定） 
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【工事完了公告後】 

◆譲り受け予定者の建築

施設の部分の取得 

◆事業完了時、清算金の

徴収または交付 

【事業計画決定後】 

◆事業計画決定の公告日から30日までに譲り受け希望の申出 

◆事業計画決定の公告日 ⇒評価基準日 

◆管理処分計画の手続き 

●管理処分基準の決定※ ●譲り受け希望者の入居位置の検討 
●管理処分計画案の縦覧 ●管理処分計画の決定※

※再開発審査会（学識経験者や地権者で構成）の議決事項 

第 28 回計画検討会 資料 1抜粋 

（第 27 回計画検討会資料を一部修正したものです） 

都市設計連合の方々



計画検討会での意見の内容 

（まとめ） 次回（第 29 回）は A・B 案以外の新たな案を市から提示するよう、市に求めま
した。計画案については皆様のご意向、ご意見をいただきながら、検討していきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

お知らせ

◆今後の予定◆ 

■ 次回の第29回計画検討会の開催日程は未定となっています。 

日程が決まりましたら、別途ご連絡させて頂きます。 

よろしくお願いいたします。 

【主な意見】 

●何故、まちづくりコンサルタントを変更したのか。 

→（市）：現時点での検討成果の進み具合や今後検討していく必要がある内容を考えると、一定

の役割を終えたためである。なお、新しいコンサルタントは、指名競争入札により決定して

いる。 

●新しいコンサルタントが、A・B案に対してどのような意見を持っているのかを聞きたい。

→（コンサルタント）駅前広場については、A 案が東西道路を残し駅前広場を整備する、一番

オーソドックスで現実的な案であると感じる。B 案は、建物の敷地を広くとることができ、

建物と駅前広場の寄り付きではA案に比べて良いが、B案は、外部から車で来る人の事を考

えると、難しいという印象はある。 

●駅前広場のみの整備で良いのではないか。 

→（市）：駅前広場のみの整備では、現在区域内に住んでおられる方や商売されている方がどこ

かに移転しなければならない。業平町に残りたいというご意向の方が多いため、困難である。

●地権者の合意がとれている区域のみで整備した案を出すべきだ。 

●都市計画決定前に所有している資産の評価額がわからないと、事業について判断が出来ない。

●コンサルタントが変わったので、次回はA・B案以外の新たな案を出して欲しい。 など 


